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平成３０年３月市議会提出条例について 

（当初提案） 
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１ 福知山市事務分掌条例の一部を改正する条例（一部改正）【職員課】 

 

１ 改正の理由 

   機構改革に伴い、本市に設置する部及び分掌事務の一部を改めるため、所要の規

定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）本市に設置する部の一部を改めることとした。       （第１条関係） 

（２）部の分掌事務の一部を改めることとした。         （第２条関係） 

（３）文言の整理を行うこととした。            （附則第２項関係） 

    

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

 

２ 福知山市附属機関設置条例の一部を改正する条例（一部改正）【職員課】 

 

１ 改正の理由 

   福知山市自殺対策協議会の設置等に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

  別表に次の改正を行うこととした。              （別表関係） 

（１）福知山市地域福祉計画策定委員会の名称を福知山市地域福祉推進委員会に改め

ることとした。 

（２）福知山市自殺対策協議会を新設することとした。 

 

３ 施行期日 

 平成３０年４月１日 

 

 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例（一部改正）【職員課】 

 

１ 改正の理由 

   特別職の職員で非常勤のものに自治基本条例推進委員会委員等を加えること等

に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）別表に次の改正を行うこととした。             （別表関係） 

  ア 地域福祉計画策定委員会の名称を地域福祉推進委員会に改めることとした。 
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  イ 次の委員を加えることとした。 

（ア）自治基本条例推進委員会委員 

（イ）手話言語・障害のある人の多様なコミュニケーション施策推進会議委員 

（ウ）自殺対策協議会委員 

（エ）開発行為紛争調整委員会委員 

（２）文言の整理を行うこととした。   （第５条第１項第２号及び第３号関係） 

 

３ 施行期日 

 平成３０年４月１日 

 

 

４ 福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条

例の一部を改正する条例（一部改正）【職員課】 

 

１ 改正の理由 

   市長の給料月額の減額を行うことに伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間、市長の給料月額につい

て１０パーセントの減額を行うこととした。       （附則第２８項関係） 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

 

５ 福知山市退職手当支給条例等の一部を改正する条例（一部改正） 

【職員課】 

 

１ 改正の理由 

   職員の退職手当の支給割合の改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

職員の退職手当の基本額の調整率を１００分の８７から１００分の８３．７に改

めることとした。             （改正条例第１条から第３条関係） 

 

３ 施行期日 

 平成３０年４月１日 
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６ 福知山市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部

を改正する条例（一部改正）【職員課】 

 

１ 改正の理由 

   特別職の職員で常勤のものの退職手当の支給割合の改正に伴い、所要の規定の整

備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の退職手当を現行の支給額から４

パーセント引き下げることとした。           （第３条第１項関係） 

 

３ 施行期日 

 平成３０年４月１日 

 

 

７ 福知山市消防手数料条例の一部を改正する条例（一部改正） 

【消防本部予防課】 

 

１ 改正の理由 

   地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴い、

所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

政令の改正に伴い、消防事務における審査及び検査に関する手数料額を改めるこ

ととした。                          （別表関係） 

 

３ 施行期日 

平成３０年４月１日 

 

 

８ 福知山市消防団員等公務災害等補償条例の一部を改正する条例 

（一部改正）【消防本部総務課】 

 

１ 改正の理由 

   非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の

施行に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

 非常勤消防団員等の損害補償の基礎額の算定における当該非常勤消防団員等の扶

養親族に係る加算額を次のように改めることとした。   （第５条第３項関係） 



 4 

 

区分 
平成３０年度以降 

（前年度比） 
現行 

配偶者 
２１７円 

（１１６円減） 
３３３円 

子 
３３３円 

（６６円増） 
２６７円 

配偶者及び子以外 
２１７円 

（増減なし） 
２１７円 

配偶者のない

場合の１人目

の扶養親族 

子 ― ３３３円 

子 

以外 
― ３００円 

 

３ 施行期日 

平成３０年４月１日 

 

 

９ 福知山市証紙条例を廃止する条例（廃止）【会計室】 

 

１ 廃止の理由 

平成３０年６月３０日をもって、本市の手数料における証紙による収入方法を取

りやめ、現金による取扱いとすることにより、収納手続に係る利便性の向上を図る

ため、条例を廃止する必要がある。 

 

２ 施行期日 

 平成３０年７月１日 

 

 

10 福知山市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

（一部改正）【市民課】 

 

１ 改正の理由 

   印鑑の登録及び証明に係る事項の変更に伴い、所要の規定の整備を行う必要があ

る。 

 

２ 改正の内容 

印鑑登録原票に登録する事項及び印鑑登録証明書に記載する事項から性別を削

ることとした。        （第６条第１項第５号及び第１３条第３項関係） 
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３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

 

11 福知山市国民健康保険条例等の一部を改正する条例（一部改正） 

【保険課】 

 

１ 改正の理由 

   持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律の施行等に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）福知山市国民健康保険条例（昭和３６年福知山市条例第１号）の一部改正                         

（改正条例第１条関係） 

ア 法改正に伴い、一般被保険者に係る基礎賦課額の総額及び保険料率の算定方

法を改めることとした。 

（第１０条並びに第１４条第１項第２号及び第３号関係） 

イ 基礎賦課限度額を５４０，０００円から５８０，０００円に改めることとし

た。                       （第１４条の６関係） 

ウ 法改正に伴い、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の総額及び保

険料率の算定方法を改めることとした。 

 （第１４条の６の２及び第１４条の６の５第１項第２号関係） 

エ 法改正に伴い、介護納付金賦課額の総額及び保険料率の算定方法を改めるこ

ととした。 

（第１４条の７並びに第１４条の１０第１項第２号及び第３号関係） 

オ 特例対象被保険者等に係る届出における雇用保険受給資格者証の提示方法

について、提示を求めた場合に提示することとした。 

（第２５条の３第２項関係） 

カ 文言等の整理を行うこととした。   （目次、第１条及び第９条の２関係） 

 

（２）福知山市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年福知山市条例第２７号）の

一部改正                     （改正条例第２条関係） 

ア 法改正に伴い、他の都道府県に住所を有する本市の区域における国民健康保

険の住所地特例被保険者であった者が、後期高齢者医療制度に加入した場合は、

本市の区域における後期高齢者医療の住所地特例被保険者とすることとした。 

（第３条関係） 

 

３ 施行期日 

 平成３０年４月１日 
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12 福知山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例（新規）【高齢者福祉課】 

 

１ 制定の理由 

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律の施行に伴い、条例を制定する必要がある。 

 

２ 制定の内容 

（１）条例の趣旨を定めることとした。             （第１条関係） 

（２）指定居宅介護支援事業者の守るべき一般原則について定めることとした。               

（第２条関係） 

（３）指定居宅介護支援事業の基本方針について定めることとした。 （第３条関係） 

（４）指定居宅介護支援事業所の従業者の員数について定めることとした。        

（第４条関係） 

（５）指定居宅介護支援事業者に置く管理者について定めることとした。          

（第５条関係） 

（６）指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の提供の開始の際の内容及び

手続の説明及び同意について定めることとした。       （第６条関係） 

（７）指定居宅介護支援事業者が提供する指定居宅介護支援の拒否の禁止について定

めることとした。                     （第７条関係） 

（８）指定居宅介護支援事業者が行うサービス提供の困難時の対応について定めるこ

ととした。                        （第８条関係） 

（９）指定居宅介護支援事業者が行う受給資格等の確認について定めることとした。       

（第９条関係） 

（10）指定居宅介護支援事業者が行う要介護認定の申請に係る援助について定めるこ

ととした。                       （第１０条関係） 

（11）介護支援専門員の身分を証する書類の携行について定めることとした。 

 （第１１条関係） 

（12）指定居宅介護支援事業者が受領する利用料等について定めることとした。   

（第１２条関係） 

（13）指定居宅介護支援事業者が行う保険給付の請求のための証明書の交付について

定めることとした。                    （第１３条関係） 

（14）指定居宅介護支援の基本取扱方針について定めることとした。 

（第１４条関係） 

（15）指定居宅介護支援の具体的取扱方針について定めることとした。 

    （第１５条関係） 

（16）指定居宅介護支援事業者が行う法定代理受領サービスに係る報告について定め

ることとした。                     （第１６条関係） 

（17）指定居宅介護支援事業者が行う利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交

付について定めることとした。              （第１７条関係） 
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（18）指定居宅介護支援事業者が行う利用者に関する市への通知について定めること

とした。                        （第１８条関係） 

（19）指定居宅介護支援事業所の管理者の責務について定めることとした。 

        （第１９条関係） 

（20）指定居宅介護支援事業者が定める運営規程について定めることとした。 

（第２０条関係） 

（21）指定居宅介護支援事業者が確保する勤務体制について定めることとした。                           

（第２１条関係） 

（22）指定居宅介護支援事業者が備える設備及び備品等について定めることとした。  

（第２２条関係） 

（23）指定居宅介護支援事業者が行う従業者の健康管理について定めることとした。 

（第２３条関係） 

（24）指定居宅介護支援事業者が指定居宅介護支援事業所に掲示する事項について定

めることとした。                    （第２４条関係） 

（25）指定居宅介護支援の利用者又はその家族の秘密の保持について定めることとし

た。                             （第２５条関係） 

（26）指定居宅介護支援事業者が行う広告について定めることとした。 

（第２６条関係） 

（27）居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等について定めることとした。                              

（第２７条関係） 

（28）指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の利用者及びその家族からの

苦情への対応について定めることとした。         （第２８条関係） 

（29）指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の利用者に対する事故への対

応について定めることとした。               （第２９条関係） 

（30）指定居宅介護支援の事業の会計の区分について定めることとした。          

（第３０条関係） 

（31）指定居宅介護支援事業者が整備する記録について定めることとした。   

  （第３１条関係） 

（32）基準該当居宅介護支援に関する基準について、（２）から（31）までを準用す

ることとした。                     （第３２条関係） 

 

３ 施行期日 

第１５条第２０号以外 平成３０年４月１日 

第１５条第２０号 平成３０年１０月１日 
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13 福知山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例（一部改正）【健康推進課】 

 

１ 改正の理由 

   個人番号及び特定個人情報を利用する事務の追加等に伴い、所要の規定の整備を

行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）別表第１の独自利用事務について、対象となる事務の追加を行うこととした。 

（別表第１関係） 

（２）別表第２の庁内連携事務について、根拠となる要綱の題名等を改めるとともに

対象となる事務及び当該事務において連携を行う特定個人情報を追加すること

とした。                        （別表第２関係） 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

 

14 福知山市介護保険条例の一部を改正する条例（一部改正） 

【高齢者福祉課】 

 

１ 改正の理由 

   介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行等に伴い、所要の規定の整備を行

う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）介護保険料の算定における合計所得金額の定義を改めることとした。 

（第４条第１項第６号ア関係） 

（２）介護保険料の算定における段階の区分の基準を改めることとした。 

（第４条第１項第７号ア及び第８号ア関係） 

（３）文言等の整理を行うこととした。 

（第４条第１項各号列記以外の部分並びに第２

項及び第３項、第１６条並びに附則第９条第 

１項第６号ア関係） 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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15 福知山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例（一部改正）【高齢者福祉課】 

 

１ 改正の理由 

   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令の施行に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）共生型地域密着型サービスの定義を加えることとした。（第２条第６号関係） 

（２）共生型地域密着型通所介護に関する基準について定めることとした。 

（第５節関係） 

（３）指定療養通所介護事業所の利用定員を１８人以下に改めることとした。 

（第５９条の２５関係） 

（４）共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員等を改めることとした。 

（第６５条第１項関係） 

（５）指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等について適正化を図る

措置を講じなければならないこととした。     （第１１７条第７項関係） 

（６）指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等について適正

化を図る措置を講じなければならないこととした。 （第１３８条第６項関係） 

（７）指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等について適正化を図る措置

を講じなければならないこととした。       （第１５７条第６項関係） 

（８）指定地域密着型介護老人福祉施設は、緊急時等の対応方法を定めておかなけれ

ばならないこととした。              （第１６５条の２関係） 

（９）ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等について適正化

を図る措置を講じなければならないこととした。  （第１８２条第８項関係） 

（10）サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数等につい

て定めることとした。                 （第１９１条関係） 

（11）サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者について定める

こととした。                   （第１９２条第２項関係） 

（12）指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合の宿泊室の兼用に

ついて定めることとした。        （第１９５条第２項第２号オ関係） 

（13）一般病床等を転換し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設する場合の特例    

を平成３６年３月３１日までとすることとした。 

（附則第１０条、第１１条及び第１２条関係） 

（14）指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業の医療機関併設型指定地域密着型

特定施設の従業者の員数の基準の特例を定めることとした。 

（附則第１８条関係） 

（15）指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指

定地域密着型特定施設の設備の基準の特例を定めることとした。 

（附則第１９条関係） 
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（16）文言等の整理を行うこととした。 

（目次、第３条、第６条、第３２条、第３９条、

第４７条、第５９条の２７、第５９条の３８、

第６１条、第６５条第２項、第８２条、第８３

条、第８４条、第１０３条、第１１１条、第１

１２条、第１２５条、第１３０条、第１５１条、

第１５３条、第１６８条、第１８６条、第１９

２条第３項、第１９３条、第１９４条、第１９

９条、第２０２条、附則第６条関係） 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

 

16 福知山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（一部改正）【高齢者福祉課】 

 

１ 改正の理由 

   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令の施行に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員等を改めることと

した。                          （第９条関係） 

（２）指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の地域との連携等について改めるこ

ととした。                       （第３９条関係） 

（３）指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等について適正

化を図る措置を講じなければならないこととした。     （第７８条関係） 

（４）文言等の整理を行うこととした。 

（第２条、第３条、第５条、第４０条、第４４条

から第４６条、第６０条、第６２条、第６４条、

第６５条、第７２条、第７３条、第８３条、第

８５条及び第８６条関係） 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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17 福知山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例（一部改正）【高齢者福祉課】 

 

１ 改正の理由 

   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令の施行に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）指定介護予防支援事業者が連携に努める者に、指定特定相談支援事業者を加え

ることとした。                   （第３条第４項関係） 

（２）指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援の提供の開始の際に行う説明事項

等を改めることとした。          （第６条第２項及び第３項関係） 

（３）担当職員は、必要と認めるときは、利用者の同意を得て、利用者に係る情報を

医師等に提供することとした。        （第３２条第１４号の２関係） 

（４）担当職員は、医師等の意見を求めた上、介護予防サービス計画を作成したとき

は、当該計画を当該医師等に交付しなければならないこととした。                    

（第３２条第２１号の２関係） 

（５）文言等の整理を行うこととした。 

（第１条、第２条、第３条第３項、第６条第４項

から第８項、第１２条、第１４条、第２７条、

第３０条、第３２条第９号、第１６号及び第２

１号並びに第３４条関係） 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日 

 

 

18 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２４条の２第１項の規定

に基づく職務権限の特例を定める条例の一部を改正する条例（一部改正） 

【教育総務課】 

 

１ 改正の理由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、

所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

２ 改正の内容 

引用する条文のずれを改めることとした。      （題名及び本則関係） 

 

３ 施行期日  

 公布の日 
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19 福知山市放課後児童クラブの設置に関する条例の一部を改正する条例

（一部改正）【生涯学習課】 

 

１ 改正の理由 

福知山市放課後児童クラブの使用料の改定に伴い、所要の規定の整備を行う必要

がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）福知山市放課後児童クラブの使用料を次のように改めることとした。 

      （別表２関係） 

ア 常時利用（月額）   

                      

区分 改正後 現行 

平日使用料 
３，５００円 

（５００円増） 
３，０００円 

平日の利

用と併せ

て利用す

る場合の

使用料 

４月の春休み 
７，０００円 

（２，０００円増） 
５，０００円 

７月の夏休み 
９，５００円 

（３，５００円増） 
   ６，０００円 

８月の夏休み 
１２，０００円 

（４，０００円増） 
８，０００円 

 

１２月の冬休み 
５，５００円 

（１，５００円増） 
４，０００円 

１月の冬休み 
５，５００円 

（１，５００円増） 
４，０００円 

３月の春休み 
７，０００円 

（２，０００円増） 
５，０００円 

 

イ 長期休業期間のみの利用（月額） 

区分 改正後 現行 

４月の春休み 
３，５００円 

（１，５００円増） 
２，０００円 

７月の夏休み 
６，０００円 

（１，０００円増） 
５，０００円 

８月の夏休み 
１２，０００円 

（４，０００円増） 
８，０００円 

１２月の冬休み 
２，０００円 

（１，０００円増） 
１，０００円 

１月の冬休み 
２，０００円 

（１，０００円増） 
１，０００円 

３月の春休み 
３，５００円 

（１，５００円増） 
２，０００円 
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（２）文言の整理を行うこととした。             （第１１条関係） 

 

３ 施行期日   

 平成３０年７月１日 

 

 

20 福知山市開発行為に係る手続及び紛争の調整に関する条例（新規） 

【都市計画課】 

 

１ 制定の理由 

 福知山市の区域内において行われる開発行為に係る手続及び紛争の調整に関す

る事項を定め、良好な住環境の形成を図るため、条例を制定する必要がある。 

 

２ 制定の内容 

（１）福知山市の区域内において行われる開発行為に係る手続及び紛争の調整に関す

る事項を定め、良好な住環境の形成を図ることを目的とした。 （第１条関係） 

（２）用語の定義をすることとした。              （第２条関係） 

（３）市の責務について定めることとした。           （第３条関係） 

（４）近隣住民等の責務について定めることとした。       （第４条関係） 

（５）開発者の責務について定めることとした。         （第５条関係） 

（６）この条例に定める開発行為に係る手続及び紛争の調整に関する事項を適用しな

い開発行為について定めることとした。           （第６条関係） 

（７）この条例に定める開発行為に係る手続に関する事項を適用する開発行為を定め

ることとした。                      （第７条関係） 

（８）開発行為の周知に係るお知らせ板の設置について定めることとした。 

（第８条関係） 

（９）近隣住民等への説明について定めることとした。      （第９条関係） 

（10）開発事業計画等に対する意見書の提出等について定めることとした。 

     （第１０条関係） 

（11）開発行為に係る手続の確認申請について定めることとした。 （第１１条関係） 

（12）開発行為に係る手続の確認について定めることとした。  （第１２条関係） 

（13）(12)の確認の取消しについて定めることとした。      （第１３条関係） 

（14）工事施行者決定後の追加説明について定めることとした。 （第１４条関係） 

（15）開発行為の着手の制限について定めることとした。    （第１５条関係） 

（16）近隣住民等と開発者及び工事施行者との工事協定について定めることとした。    

（第１６条関係） 

（17）開発行為の着手の届出等について定めることとした。   （第１７条関係） 

（18）開発行為の変更の届出等について定めることとした。   （第１８条関係） 

（19）開発者の承継について定めることとした。        （第１９条関係） 
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（20）開発行為の完了又は廃止の届出等について定めることとした。 

（第２０条関係） 

（21）隣接する市町村の区域に影響を及ぼす開発行為の取扱いについて定めることと

した。                          （第２１条関係） 

（22）開発行為の停止又は是正の勧告について定めることとした。 （第２２条関係） 

（23）開発行為の停止又は是正等の命令について定めることとした。 

（第２３条関係） 

（24）開発行為に係る紛争調整のあっせんの開始及び手続について定めることとした。                          

（第２４条関係） 

（25）あっせんの終結等について定めることとした。         （第２５条関係） 

（26）福知山市開発行為紛争調整委員会の設置について定めることとした。 

（第２６条関係） 

（27）福知山市開発行為紛争調整委員会による調停への移行について定めることとし

た。                             （第２７条関係） 

（28）調停に係る必要な調査について定めることとした。     （第２８条関係） 

（29）調停案の作成及び受諾勧告について定めることとした。   （第２９条関係） 

（30）調停の終結等について定めることとした。         （第３０条関係） 

（31）あっせん及び調停の手続を非公開とすることとした。    （第３１条関係） 

（32）開発行為の工事の着手延期等の要請について定めることとした。          

（第３２条関係） 

（33）開発行為に係る台帳を作成し、一般の閲覧に供することとした。 

（第３３条関係） 

（34）開発行為に関する計画及び工事の状況報告等について定めることとした。          

（第３４条関係） 

（35）開発行為に関する工事の状況等に係る立入検査について定めることとした。 

（第３５条関係） 

（36）この条例の規定違反に係る事実の公表について定めることとした。          

（第３６条関係） 

（37）(12)の確認を受けないで開発行為に着手し、(22)の勧告に従わず、(23)の命令

に違反した者を５０万円以下の罰金に処することとした。  （第３８条関係） 

（38）(37)の処罰について両罰規定を設けることとした。     （第３９条関係） 

 

３ 施行期日 

平成３０年４月１日 
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21 福知山市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例（一部改正） 

【上下水道部下水道課】 

 

１ 改正の理由 

  農業集落排水施設の事業の適正化を図るため、所要の規定の整備を行う必要があ

る。 

 

２ 改正の内容 

農業集落排水施設の事業の適正化を図るため今西中汚水処理場を廃止し、今西中

区域を井田額田汚水処理場の処理区域とすることとした。   （別表第１関係） 

 

 ３ 施行期日 

   平成３０年４月１日 

 

 

22 福知山市都市公園条例等の一部を改正する条例（一部改正） 

【都市計画課】 

 

１ 改正の理由 

   都市緑地法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、所要の規定の整備を行う必

要がある。 

 

２ 改正の内容 

（１）福知山市都市公園条例（昭和４１年福知山市条例第２号）の一部改正 

（改正条例第１条関係） 

ア 法改正に伴い、都市公園の運動施設率の上限を定めることとした。 

（第１条の３第６項関係） 

 

（２）福知山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１７年福

知山市条例第１５０号）の一部改正         （改正条例第２条関係） 

ア 法改正に伴い、引用する条文のずれを改めることとした。 （別表第２関係） 

 

３ 施行期日 

 （１）公布の日 

（２）平成３０年４月１日 

 


